
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法（以下、優良法） 
 
 
１．案内情報 
 
①手続名      ：宅地開発事業計画の軽微な変更の届出 
 
②手続根拠     ：優良法施行規則第七条 
 
③手続対象者    ：認定事業者（計画の認定を受けた宅地開発事業者） 
 
④提出時期     ：軽微な変更が生じた日より３０日以内 
 
⑤提出方法     ：各地方整備局へ提出してください 

（都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は日本勤労者住宅協会の場合は、国土交

通省総合政策局宅地課へ提出してください） 

 
⑥手数料      ：なし 
 
⑦添付書類・部数  ：提出先にお問い合わせ下さい 
 
⑧申請書様式    ：優良法施行規則別記様式第一 宅地開発事業計画 
 
⑨記載要領・記載例 ：提出先にお問い合わせ下さい 
 
 
Ⅱ．窓口情報 
 
①提出先      ：関東地方整備局建政部住宅整備課０４８－６０１－３１５１（内線６１８５） 

中部地方整備局建政部住宅整備課０５２－２１１－６５００（内線６１８５） 
近畿地方整備局建政部住宅整備課０６－６９４２－１１４１（内線６１８１） 
国土交通省総合政策局宅地課  ０３－５２５３－８１１１（内線２５２３６） 

 
②受付時間     ：提出先にお問い合わせ下さい 
 
③相談窓口     ：提出先にお問い合わせ下さい 
 
 
Ⅲ．手続情報 
 
①審査基準     ：優良法第四条 

優良法施行規則第五条 他 
 
②標準処理期間   ：提出先にお問い合わせ下さい 
 
③不服申立方法   ：（行政不服審査法の規定による） 
 
 
 


